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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの照明装置が接続された第１のZigbee（登録商標） Light Link（ＺＬ
Ｌ）ネットワークに少なくとも１つのコントローラ装置を加入させるためのコミッショニ
ング装置であって、前記コミッショニング装置は、
　前記ＺＬＬネットワークの一部であり、
　少なくとも前記コントローラ装置と前記コミッショニング装置との間で確立される単一
のタッチリンク手順中に前記コミッショニング装置をターゲットモードで動作させるター
ゲットモジュールを含み、前記タッチリンク手順が前記コントローラ装置によって開始さ
れることに応答して前記コントローラ装置を前記第１のＺＬＬネットワークに加入させる
ことができ、
　前記第１のＺＬＬネットワークに関連する少なくとも１つの加入情報を前記コントロー
ラ装置に与え、
　更に、前記コミッショニング装置は、前記コントローラ装置に前記ネットワークの少な
くとも１つの照明装置及び／又は少なくとも１つの照明装置群に関連するバインディング
情報を提供する、
コミッショニング装置。
【請求項２】
　－　前記第１のＺＬＬネットワークに関連する前記少なくとも１つの加入情報を記憶す
るメモリユニットと、
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　－　前記メモリユニットに結合され、且つ前記タッチリンク手順中に前記コミッショニ
ング装置をプロバイダモードで動作させるプロバイダモジュールと
を更に含む、請求項１に記載のコミッショニング装置。
【請求項３】
　前記コミッショニング装置が前記プロバイダモードにある間、
　－　前記メモリユニットが、前記ネットワークの少なくとも１つの照明装置及び／又は
少なくとも１つの照明装置群に関連する前記バインディング情報を更に記憶し、及び
　－　前記コミッショニング装置は、前記コントローラ装置が前記ネットワークに加入し
たら前記バインディング情報を前記コントローラ装置に更に与える、請求項２に記載のコ
ミッショニング装置。
【請求項４】
　前記バインディング情報が、ネットワーク識別情報、物理的位置情報、及び／又はサー
ビス情報を含む、請求項１、２又は３に記載のコミッショニング装置。
【請求項５】
　前記コントローラ装置が前記ネットワークに加入し、且つ前記タッチリンク手順が完了
しているとき、所定の時間を設定し、前記コントローラが前記ネットワークに接続されて
いる時間を計算し、及び前記計算された時間が前記所定の時間を上回るかどうかを判定す
るタイマモジュールを前記コミッショニング装置が更に含む、請求項１、２、３又は４に
記載のコミッショニング装置。
【請求項６】
　少なくとも１つの照明装置が接続された第１のZigbee（登録商標） Light Link（ＺＬ
Ｌ）ネットワークにコミッショニング装置によって加入させられるコントローラ装置であ
って、前記コントローラ装置は、
　－　ターゲットモードで動作している前記コミッショニング装置と前記コントローラ装
置との間で確立される単一のタッチリンク手順を開始するための少なくとも第１の制御メ
ッセージを生成する第１の処理装置であって、前記コミッショニング装置は、前記コント
ローラ装置を前記第１のＺＬＬネットワークに加入させることができる、第１の処理装置
と、
　－　前記第１の処理装置に結合され、且つ前記第１の制御メッセージを伝送し、及び前
記第１のＺＬＬネットワークに関連する少なくとも１つの加入情報を含む第２の制御メッ
セージを前記コミッショニング装置から受信するトランシーバと
を含み、前記トランシーバは、前記ネットワークの少なくとも１つの照明装置及び又は少
なくとも１つの照明装置群に関連するバインディング情報を含む第３の制御メッセージを
前記コミッショニング装置から受け取り、
　前記タッチリンク手順の前記開始前に前記コントローラ装置が第２のＺＬＬネットワー
クに関連していなかった場合、前記タッチリンク手順中に更なるＺＬＬネットワークが前
記コントローラ装置によって作成されず、
　前記タッチリンク手順の前記開始前に前記コントローラ装置が第２のＺＬＬネットワー
クに関連していた場合、前記タッチリンク手順中に前記コントローラ装置が前記第２のＺ
ＬＬネットワークから離脱する、コントローラ装置。
【請求項７】
　少なくとも１つの照明装置が接続された第１のZigbee（登録商標） Light Link、ＺＬ
Ｌ、ネットワークに少なくとも１つのコントローラ装置を加入させるためのシステムであ
って、
　－　請求項１、２、３、４又は５に記載のコミッショニング装置と、
　－　請求項６に記載のコントローラ装置と
を含み、
　－　第１の制御メッセージが、ＺＬＬ加入及びバインディングメカニズムの開始を表す
第１の情報を含み、
　－　第２の制御メッセージが、少なくとも１つの加入情報を含む第２の情報を含み、
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　－　第３の制御メッセージが、前記ネットワークの少なくとも１つの照明装置及び／又
は少なくとも１つの照明装置群に関連するバインディング情報を含む、システム。
【請求項８】
　－　前記第１の制御メッセージが、所定の時間を定める第３の情報を更に含み、及び
　－　前記第２の制御メッセージが、前記第１のＺＬＬネットワークからの切断手順を開
始する第４の情報を更に含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記コントローラ装置が遠隔制御ユニットの一部であり、前記遠隔制御装置は、前記コ
ントローラ装置と組み合わせて動作可能な通信機器も含み、前記通信機器は少なくとも１
つの制御コマンド及び／又は少なくとも１つの情報コマンドを生成する第２の処理装置を
含み、
　－　前記第１の制御メッセージは、前記制御コマンドの前記生成に応答して生成され、
　－　前記情報コマンドは、前記第２の制御メッセージの受信に応答して生成される、請
求項７又は８に記載のシステム。
【請求項１０】
　少なくとも１つの照明装置が接続された第１のZigbee（登録商標） Light Link（ＺＬ
Ｌ）ネットワークに少なくとも１つのコントローラ装置を加入させる方法であって、
　－　前記ネットワークの一部であるコミッショニング装置を提供するステップと、
　－　単一のタッチリンク手順が前記コントローラ装置によって開始されることに応答し
て前記コントローラ装置を前記ネットワークに加入させるために、少なくとも前記コント
ローラ装置と前記コミッショニング装置との間で確立される前記タッチリンク手順中に前
記コミッショニング装置をターゲットモードで動作させるステップと
を含み、
　前記コントローラ装置は、前記第１のＺＬＬネットワークに関連する少なくとも１つの
加入情報を前記コミッショニング装置から受け取り、前記コントローラ装置は、前記ネッ
トワークの少なくとも１つの照明装置及び／又は少なくとも１つの照明装置群に関連する
バインディング情報を前記コミッショニング装置から更に受け取り、
　－　前記タッチリンク手順の前記開始前に前記コントローラ装置が第２のＺＬＬネット
ワークに関連していなかった場合、前記タッチリンク手順中に更なるＺＬＬネットワーク
を作成せず、
　－　前記タッチリンク手順の前記開始前に前記コントローラ装置が第２のＺＬＬネット
ワークに関連していた場合、前記タッチリンク手順中に前記コントローラ装置を前記第２
のＺＬＬネットワークから離脱させる、方法。
【請求項１１】
　－　前記ネットワークの少なくとも１つの照明装置及び／又は少なくとも１つの照明装
置群に関連する前記バインディング情報を記憶するステップと、
　－　前記コントローラ装置が前記ネットワークに加入することに応答して前記コントロ
ーラ装置に前記バインディング情報を与えるために、前記タッチリンク手順中に前記コミ
ッショニング装置をプロバイダモードで動作させるステップと
を更に含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記バインディング情報が、ネットワーク識別情報、物理的位置情報、及び／又はサー
ビス情報を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記コントローラ装置が前記ネットワークに加入し、且つ前記タッチリンク手順が完了
しているとき、
　－　所定の時間を設定するステップと、
　－　前記コントローラが前記ネットワークに接続されている時間を計算するステップと
、
　－　前記計算された時間が前記所定の時間を上回るかどうかを判定するステップと
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を更に含む、請求項１０、１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記計算された時間が前記所定の時間を上回る場合、前記コントローラ装置を前記ＺＬ
Ｌネットワークから切断させる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項１０、１１、１２、１３又は１４に記載の方法を１個又は複数個の処理装置に実
行させるための命令が記憶された非一時的コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]　本発明は、概してZigbee（登録商標） Light Linkネットワーク内のコミッシ
ョニングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]　近年、照明産業はデジタル革命の真っ只中にあり、例えば光源がＬＥＤ（発光
ダイオード）になり、ドライバがデジタルになり、制御がネットワーク化されている。こ
の革命は、とりわけ例えばスマートデバイス、センサ、及びモノのインターネットの出現
により、光を使用する新たな方法をもたらした。Zigbee（登録商標） PRO無線ネットワー
クプロトコルに基づきZigbee（登録商標）アライアンスによって消費者向け照明用途に考
案されたパブリックアプリケーションプロファイルであるZigbee（登録商標） Light Lin
k（ＺＬＬ）標準は、消費者が自らの照明装置（例えばＬＥＤ器具、電球、プロジェクタ
）を簡便な方法で無線制御できるようにするため、このデジタル革命の一部である。
【０００３】
　[0003]　従来のZigbee（登録商標）ネットワークと異なり、ＺＬＬネットワークは、ネ
ットワークを開始するか、又はZigbee（登録商標）ルータ若しくはZigbee（登録商標）端
末装置からの加入申請を受諾するためにZigbee（登録商標）コーディネータを必要としな
い。実際、ＺＬＬネットワークはZigbee（登録商標）ルータ（即ち照明装置）及びZigbee
（登録商標）端末装置（即ちコントローラ装置）のみを含み、Zigbee（登録商標）端末装
置は例えばアプリケーションコマンドを使用することによってZigbee（登録商標）ルータ
を制御することができる。これによる主な結果は、例えばＺＬＬネットワークを形成する
か、又はＺＬＬネットワークに加入する様々な方法が考え出されたことである。例えば、
ＺＬＬネットワークへの加入は、「タッチリンク（Touchlink）」として知られるコーデ
ィネータのないコミッショニングメカニズムを使用して行われ、タッチリンクは、コミッ
ショニングを促進するために通常必要とされるであろう照明装置上のアソシエーションボ
タンを置換することを意図する。タッチリンクの下では、「イニシエータ」（例えばコン
トローラ装置）と呼ばれるコントローラ装置により、ターゲット装置（例えば照明装置）
がＺＬＬネットワークに追加される。より正確には、加入プロセスはイニシエータにおい
て（例えばボタンを押すことによって）開始され、ターゲット装置がＺＬＬネットワーク
に追加されるために、単純にターゲット装置を物理的にイニシエータ装置の近くに置くこ
とが必要とされる。
【０００４】
　[0004]　例えば既存のＺＬＬネットワークへの照明装置の加入プロセスにおけるタッチ
リンクの妥当性にもかかわらず、例えば既存のＺＬＬネットワークにコントローラ装置を
加入させることが必要とされる幾つかの欠点が生じ得る。かかる状況は、例えば既存のＺ
ＬＬネットワークの前のコントローラ装置が失われるか、又は故障し、それにより既存の
照明装置を制御するために新たなコントローラ装置が必要とされる場合に生じ得る。しか
し、そのような状況下では、既存のＺＬＬネットワークの全ての照明装置に対してタッチ
リンクが必要とされる。以上のように、かかる作業は非常に冗長であり得、その結果、既
存のＺＬＬネットワークにＺＬＬコントローラ装置を加入させるための新たなメカニズム
を提供することが有利であろう。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　[0005]　本願は、添付の特許請求の範囲に記載の通り、ＺＬＬコントローラ装置を一切
含まない既存のＺＬＬネットワークにZigbee（登録商標） Light Link（ＺＬＬ）コント
ローラ装置を加入させるシステム及び方法を提供する。本願の特定の実施形態が従属請求
項に記載されている。
【０００６】
　[0006]　本願の特定の実施形態は、少なくとも１つの照明装置が接続された第１のZigb
ee（登録商標） Light Link（ＺＬＬ）ネットワークに少なくとも１つのコントローラ装
置を加入させるためのシステムを含み、このシステムは、ネットワークの一部であるコミ
ッショニング装置を含む。コミッショニング装置は、少なくともコントローラ装置とコミ
ッショニング装置との間で確立される単一のタッチリンク手順中にコミッショニング装置
をターゲットモードで動作させるように動作可能なターゲットモジュールを含み、コミッ
ショニング装置は、タッチリンク手順がコントローラ装置によって開始されることに応答
してコントローラ装置をネットワークに加入させることができる。加えて、タッチリンク
手順の開始前にコントローラ装置が第２のＺＬＬネットワークに関連していなかった場合
、タッチリンク手順中に更なるＺＬＬネットワークがコントローラ装置によって作成され
ない。更に、タッチリンク手順の開始前にコントローラ装置が第２のＺＬＬネットワーク
に関連していた場合、タッチリンク手順中にコントローラ装置が第２のＺＬＬネットワー
クから離脱する。
【０００７】
　[0007]　本願の実施形態は、提案される出願のシステム内で使用するためのコントロー
ラ装置を更に含む。このコントローラは、少なくとも第１の制御メッセージを生成するよ
うに動作可能な第１の処理装置と、第１の処理装置に結合され、且つ第１の制御メッセー
ジを伝送するように及び／又は第２の制御メッセージを受信するように動作可能なトラン
シーバとを含む。この実施形態では、第１の制御メッセージが、ＺＬＬ加入及びバインデ
ィングメカニズムの開始を表す第１の情報を含む。更に、第２の制御メッセージは、ＺＬ
Ｌ加入及びバインディングメカニズムのセットアップを表す第２の情報を含む。
【０００８】
　[0008]　本願の他の実施形態は、提案される出願のコントローラと組み合わせて動作可
能な通信機器を含む遠隔制御ユニットを含む。この通信機器は、少なくとも１つの制御コ
マンド及び／又は少なくとも１つの情報コマンドを生成するように適合される第２の処理
装置を含む。加えて、制御コマンドの生成に応答して第１の制御メッセージが生成される
。更に、第２の制御メッセージの受信に応答して情報コマンドが生成される。
【０００９】
　[0009]　本願の特定の実施形態では、少なくとも１つの照明装置が接続された第１のZi
gbee（登録商標） Light Link、ＺＬＬ、ネットワークに少なくとも１つのコントローラ
装置を加入させる方法が含まれる。この方法は、ネットワークの一部であるコミッショニ
ング装置を提供するステップを含む。この方法は、単一のタッチリンク手順がコントロー
ラ装置によって開始されることに応答してコントローラ装置をネットワークに加入させる
ために、少なくともコントローラ装置とコミッショニング装置との間で確立されるタッチ
リンク手順中にコミッショニング装置をターゲットモードで動作させるステップを更に含
む。コントローラ装置は、第１のＺＬＬネットワークに関連する少なくとも１つの加入情
報をコミッショニング装置から受け取る。その結果、タッチリンク手順の開始前にコント
ローラ装置が第２のＺＬＬネットワークに関連していなかった場合、タッチリンク手順中
に更なるＺＬＬネットワークを作成しない。更に、タッチリンク手順の開始前にコントロ
ーラ装置が第２のＺＬＬネットワークに関連していた場合、この方法は、タッチリンク手
順中にコントローラ装置を第２のＺＬＬネットワークから離脱させるステップを更に含む
。
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【００１０】
　[0010]　本願の特定の実施形態は、本願の方法を１個又は複数個の処理装置に実行させ
るための命令が記憶された非一時的コンピュータ可読媒体も含む。
【００１１】
　[0011]　本発明の特定の実施形態では、少なくとも１つの照明装置が接続された第１の
ＺＬＬネットワークに少なくとも１つのコントローラ装置を加入させるためのコミッショ
ニング装置が含まれる。このコミッショニング装置はＺＬＬネットワークの一部であり、
少なくともコントローラ装置とコミッショニング装置との間で確立される単一のタッチリ
ンク手順中にコミッショニング装置をターゲットモードで動作させるように動作可能なタ
ーゲットモジュールを含み、コミッショニング装置は、タッチリンク手順がコントローラ
装置によって開始されることに応答してコントローラ装置を第１のＺＬＬネットワークに
加入させることができる。コミッショニング装置は、第１のＺＬＬネットワークに関連す
る少なくとも１つの加入情報をコントローラ装置に与えるように構成される。従って、こ
の加入情報の結果、タッチリンク手順の開始前にコントローラ装置が第２のＺＬＬネット
ワークに関連していなかった場合、タッチリンク手順中に更なるＺＬＬネットワークがコ
ントローラ装置によって作成されない。更に、コントローラ装置が既に第２のＺＬＬネッ
トワークの一部である場合、加入情報を受け取る結果として、タッチリンク手順中にコン
トローラ装置が第２のＺＬＬネットワークから離脱する。
【００１２】
　[0012]　本発明の他の実施形態では、少なくとも１つの照明装置が接続された第１のＺ
ＬＬネットワークにコミッショニング装置によって加入させられるコントローラ装置が提
案される。かかるコントローラ装置は、ターゲットモードで動作しているコミッショニン
グ装置とコントローラ装置との間で確立される単一のタッチリンク手順を開始するための
少なくとも第１の制御メッセージを生成するように動作可能な第１の処理装置を含み、コ
ミッショニング装置は、コントローラ装置を第１のＺＬＬネットワークに加入させること
ができる。第１の処理装置に結合された状態において、結合されたトランシーバは、第１
の制御メッセージを伝送するように及び第１のＺＬＬネットワークに関連する少なくとも
１つの加入情報を含む第２の制御メッセージをコミッショニング装置から受信するように
動作可能である。加入情報の結果、タッチリンク手順の開始前にコントローラ装置が第２
のＺＬＬネットワークに関連していなかった場合、タッチリンク手順中に更なるＺＬＬネ
ットワークがコントローラ装置によって作成されない。更に、コントローラ装置が既に第
２のＺＬＬネットワークの一部である場合、加入情報を受け取る結果として、タッチリン
ク手順中にコントローラ装置が第２のＺＬＬネットワークから離脱する。
【００１３】
　[0013]　本願のこれらの及び他の態様が以下に記載の実施形態から明らかになり、かか
る実施形態に関して説明される。
【００１４】
　[0014]　提案される解決策の更なる詳細、態様、及び実施形態が専ら例として図面に関
して説明される。図中、類似の要素又は機能的に同様の要素を識別するために同様の参照
番号が使用されている。図中の要素は簡潔且つ明瞭にするために示されており、必ずしも
縮尺通り描かれていない。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】[0015]　本願の一実施形態によるシステムの概略図である。
【図２】[0016]　本願によるコミッショニング装置及び遠隔制御ユニットの概略的ブロッ
ク図である。
【図３】[0017]　本願の一実施形態による方法の概略的流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　[0018]　本願に示されている実施形態は殆どの部分について当業者に知られているメカ
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ニズム、電子部品、及び回路で構成されるため、本願の教示を不明瞭にしないために、又
は本願の教示から逸脱しないように、その詳細は本願の基本概念を理解し把握するのに必
要と考えられるよりも詳しく説明されることはない。
【００１７】
　[0019]　但し、明瞭にするために、従来のZigbee（登録商標） Light Link（ＺＬＬ）
のタッチリンクがどのように機能するのかを簡潔に説明する。まず、ＺＬＬ標準が、ＺＬ
Ｌ照明装置及びＺＬＬコントローラ装置という２つの全体的な装置カテゴリを規定してい
ることに留意することが重要である。照明装置は、例えばオン／オフ照明、調光可能照明
、色彩照明、拡張色照明、色温度照明を含み得る。他方で、コントローラ装置は、（例え
ば壁の）照明スイッチ、占有センサ、遠隔制御ユニット、スマートフォン、計算装置（例
えばＰＣ又はタブレット）を含み得る。ＺＬＬネットワークでは、コントローラ装置が「
端末装置」と呼ばれるのに対し、照明装置は「ルータ」と呼ばれる。即ち、端末装置はＺ
ＬＬネットワークを介してメッセージをルーティングする能力を有さないのに対し、ルー
タはＺＬＬネットワークを介してメッセージをルーティングすることができる。他方でタ
ッチリンクは基本的に、或るコントローラ装置（即ち「イニシエータ」）を物理的に照明
装置（即ち「ターゲット」）の近くに保ち、それらの間のネットワーク接続を促進する利
用者による操作である。ターゲットが既に既存のＺＬＬネットワークに属している場合、
ＺＬＬ規格は、タッチリンク中にイニシエータがターゲットに「ルータとしてネットワー
クに加入する」コマンドをまず送ることを規定する。次いで上記のコマンドに応答し、タ
ーゲットが既存のＺＬＬネットワークに「退去コマンド」を発行し、その後、イニシエー
タのネットワークの一部になることができる。この操作は、タッチリンクにより別のネッ
トワークのイニシエータ（例えばコントローラ装置）によってターゲット（例えば照明装
置）を既存のネットワークから「盗むこと」と呼ばれることがある。かかるメカニズムは
、消費者向け照明用途に意図的に考案されたものであることを理解すべきである。例えば
、消費者がコントローラ装置を所有する場合、その消費者が新たな照明装置を買う度に、
ＺＬＬ標準は新たに取得された照明装置をタッチリンクにより既存のコントローラ装置を
使って制御する能力を消費者に与える。このようにして、取得される照明装置がタッチリ
ンクの前に関連していたネットワークにかかわらず、新たに取得される照明装置は、既存
のコントローラ装置によって制御される既存のネットワークに加入する前にその前のネッ
トワークから離脱しなければならない。しかし、既存のコントローラ装置が失われるか、
又は故障しており、新たなコントローラ装置が取得される場合、新たに取得されるコント
ローラ装置は、既存のＺＬＬネットワークの全ての照明装置を制御するために、既存のＺ
ＬＬネットワークの全ての照明装置とタッチリンクすることが必要とされる。この作業は
非常に煩わしく厄介であり得るため、上記の問題の一部を軽減することができる代替的な
タッチリンクメカニズムが本明細書で提案される。
【００１８】
　[0020]　図１を参照すると、本願の一実施形態によるシステム１０が示されている。図
示のシステム１０は、
　－　第１のZigbee（登録商標） Light Link（ＺＬＬ）ネットワーク１００と、
　－　１つの遠隔制御ユニット２００と
を含む。
【００１９】
　[0021]　図１の例では、図示のように第１のＺＬＬネットワーク１００が、１つ又は複
数の照明装置１２０及び１つのコミッショニング装置１１０を含む。図１の照明装置１２
０及びコミッショニング装置１１０は、第１のＺＬＬネットワーク１００を介してメッセ
ージをルーティングすることができるＺＬＬルータである。即ち、上記で既に説明したよ
うに、照明装置１２０及びコミッショニング装置１１０はZigbee（登録商標）コーディネ
ータを必要とすることなく一緒に通信することができる。更に、照明装置１２０及びコミ
ッショニング装置１１０は、同じパーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ：Personal Are
a Network）ＩＤを有する同じＰＡＮの一部である。図１では、全ての照明装置１２０が
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コミッショニング装置１１０にバインドされている。１つ又は複数の例示的照明装置１２
０は、例えばランプ、ＬＥＤ器具、電球、プロジェクタ、又はその任意の組合せとするこ
とができる。一例では、コミッショニング装置１１０が、例えば１つのスイッチボタンを
含み得る壁のスイッチパネル内に実装され得る。コミッショニング装置１１０及び照明装
置１２０は一緒に通信することができるため、必要に応じて第１のＺＬＬネットワーク１
００の全ての照明装置１２０をオン又はオフにするために、スイッチボタンが使用され得
る。別の例では、コミッショニング装置が固定されていても脱着可能でも良い。加えて、
照明装置１２０及びコミッショニング装置１１０は、例えば幹線によって給電されても良
い。
【００２０】
　[0022]　図１では、図示の遠隔制御ユニット２００が、
　－　１つのコントローラ装置２１０と、
　－　スマートフォン又はタブレット等の１つの通信機器２２０と
を含む。更に、遠隔制御ユニット２００は第１のＺＬＬネットワーク１００の一部ではな
い。例えば、遠隔制御ユニット２００は、工場の新たな装置とすることができ、又は第１
のＺＬＬネットワーク１００と異なる第２のＺＬＬネットワークの一部であり得る。図１
の例示的コントローラ装置２１０はＺＬＬ端末装置ノードであり、従って、上記で既に説
明したようにＺＬＬネットワークを介してメッセージをルーティングする能力を有さない
。図２では、コントローラ装置２１０が、少なくとも第１の制御メッセージを生成するよ
うに動作可能なプロセッサ等の第１の処理装置２１１を含む。例えば、第１の制御メッセ
ージは、ＯＳＩ標準形式（例えばＭＡＣ、メディアアクセス制御標準形式）又はＺＬＬ標
準形式のメッセージに準拠し得る。一例では、第１の制御メッセージは、コントローラ装
置２１０によるタッチリンク又はバインディング等のＺＬＬメカニズムの開始を表す第１
の情報を含むことができる。コントローラ装置２１０は、第１の処理装置２１１に動作可
能に結合され、
　－　少なくとも第１の制御メッセージを伝送し、且つ／又は
　－　少なくとも第２の制御メッセージを受信する
ように動作可能なトランシーバ２１２を更に含む。例えば、第２の制御メッセージは、Ｏ
ＳＩ標準形式（例えばＭＡＣ標準形式）又はＺＬＬ標準形式のメッセージに準拠し得る。
一例では、第２の制御メッセージは、コントローラ装置２１０のレベルでのタッチリンク
又はバインディング等のＺＬＬメカニズムのセットアップを表す第２の情報を含むことが
できる。コントローラ装置２１０は、通信機器２２０に脱着可能に結合されるように適合
されるドングル等の電子装置とすることができる。例えば、コントローラ装置２１０は、
ＵＳＢポート又はジャックポート等、通信装置２２０の従来のポートに脱着可能に結合さ
れ得る。加えて、コントローラ装置２１０は例えばバッテリによって給電されても良い。
図２では、通信機器２２０が、
　－　プロセッサ等、１個の第２の処理装置２２１と、
　－　ソフトウェア要素２２２と
を含む。図２の例では、第２の処理装置２２１がソフトウェア要素２２２に動作可能に結
合され、コントローラ装置２１０に宛てられる少なくとも１つの制御コマンドを生成する
ように適合される。例えば、制御コマンドは、ソフトウェア要素内で生じる事象に応答し
て生成されている可能性がある。即ち、ソフトウェア要素は、通信機器２２０の利用者に
よって作動されても良く、制御コマンドの生成を引き起こすボタンを与えるグラフィカル
ユーザインタフェースを提供することができる。例えば、グラフィカルユーザインタフェ
ース内のボタンは、タッチリンク又はバインディング等のＺＬＬメカニズムの開始に関連
し得る。従って、制御コマンドは、例えばタッチリンク開始制御コマンド又はバインディ
ング開始制御コマンドとすることができる。図２を参照すると、通信機器２２０から制御
コマンドを受信することに応答し、第１の制御メッセージが生成され得る。図示の例では
、第２の処理装置２２１が、ソフトウェア要素に宛てられる少なくとも１つのセットアッ
プコマンドを生成するようにも更に適合される。例えば、セットアップコマンドは、コン
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トローラ装置２１０のレベルにおいて第２の制御メッセージを受信することに応答して生
成されている可能性がある。即ち、ソフトウェア要素は、通信機器２２０の利用者が進行
中のＺＬＬメカニズムのセットアップについて認識することができるように、第２の制御
メッセージに関連するセットアップコマンドが表示されるウィンドウをグラフィカルユー
ザインタフェース内で提供することができる。例えば、グラフィカルユーザインタフェー
スのウィンドウ内には、タッチリンク又はバインディングを行うのに必要なパラメータが
表示され得る。従って、セットアップコマンドは、例えばタッチリンクセットアップ制御
コマンド又はバインディングセットアップ制御コマンドとすることができる。
【００２１】
　[0023]　図１の例では、コントローラ装置２１０がコミッショニング装置１１０とタッ
チリンクするように適合される。しかし、提案されるタッチリンク手順では、端末装置で
あるコントローラ装置２１０が第１のＺＬＬネットワーク１００の一部ではなく「イニシ
エータ」である一方、ルータであるコミッショニング装置１１０は「ターゲット」である
。一例では、タッチリンクは、コントローラ装置２１０をコミッショニング装置１１０の
ごく近くに接近させ、例えば関連する通信装置２２０のグラフィカルユーザインタフェー
ス上にあるボタンを押すことによって、又はコミッショニング装置１１０上にあるボタン
を押すことによって開始され得る。その動作に応答し、及び従来のタッチリンク手順とは
対照的に、提案されるタッチリンク手順ではコントローラ装置２１０が第１のＺＬＬネッ
トワーク１００に直接加えられる。実際、従来のタッチリンク手順では、上記で説明した
ように第１のＺＬＬネットワーク１００の全ての照明装置とタッチリンクが行われなけれ
ばならないため、そのように直接加えることは認められていない。
【００２２】
　[0024]　要約すると、本願によって対処される上記の問題は、コントローラ装置２１０
が第１のＺＬＬネットワークに直接加入することを可能にすることによって解決され得る
一方、従来のタッチリンク手順では第１のＺＬＬネットワーク１００の全ての照明装置１
２０とタッチリンクすることが必要とされる。換言すれば、提案される解決策により、コ
ントローラ装置２１０は、コミッショニング装置１１０との単一のタッチリンクによって
第１のＺＬＬネットワーク１００に属する複数の照明装置１２０をコミッショニングでき
るのに対し、従来のタッチリンク手順では、第１のＺＬＬネットワーク１００内にある照
明装置１２０と同数のタッチリンク手順を行う必要がある。以上のように、提案される解
決策は非常に便利且つ実用的である。但し、提案される解決策は従来のメカニズム根本的
に異なる。実際、ＺＬＬ規格は、工場の新たなコントローラ装置２１０又はＺＬＬネット
ワークに既に属しているコントローラ装置２１０を別のＺＬＬネットワークに追加する能
力について規定していない。実際にはＺＬＬ標準は、イニシエータが既に第１のＺＬＬネ
ットワーク１００の一部である事例のみを検討する。即ち、その場合、従来のタッチリン
クでは、既にネットワークの一部であるイニシエータがまず「端末装置としてネットワー
クに加入する」コマンドをターゲットに送る。次いで、上記のコマンドに応答してターゲ
ットが既存のネットワークに加入する。対照的に、本願の提案される解決策は、イニシエ
ータが、予めコミッショニングされている可能性があり、イニシエータが加入しようとす
る第１のＺＬＬネットワーク１００の一部ではない事例に対処する。提案される解決策は
、コミッショニング装置１１０の特定の構成によって可能にされる。即ち、コミッショニ
ング装置１１０は、タッチリンクの開始前に既にＺＬＬネットワーク１００の一部であり
、ＺＬＬネットワーク１００の照明装置１２０と容易に通信することができるルータであ
る。従って、コントローラ装置２１０を第１のＺＬＬネットワーク１００に容易に加える
ことを可能にするのは、主にコミッショニング装置１１０を追加することによる。
【００２３】
　[0025]　次に図２を参照すると、コミッショニング装置１１０が、コミッショニング装
置１１０とコントローラ装置２１０との間のタッチリンク中にコミッショニング装置１１
０をターゲットモードで動作させるように動作可能なターゲットモジュール１１１を含む
。既に先に説明したように、本願のタッチリンクは、タッチリンクの開始前に第１のＺＬ



(10) JP 6479007 B2 2019.3.6

10

20

30

40

50

Ｌネットワーク１００の一部ではないコントローラ装置２１０によって開始される。一例
ではタッチリンクの開始は、コミッショニング装置１１０に対して、ＺＬＬネットワーク
１００に加入するための要求メッセージをコントローラ装置２１０に送信させることによ
って行われ得る。例えば、加入情報は第１の制御メッセージによって送信され得る。要求
メッセージに応答し、コミッショニング装置１１０がコントローラ装置２１０をＺＬＬネ
ットワーク１００に加えることができる。一例では、ネットワークパラメータ（例えばＰ
ＡＮ　ＩＤ（パーソナルエリアネットワークＩＤ）、ネットワークキー）等のＺＬＬネッ
トワーク１００に関連する加入情報をコントローラ装置２１０に与えることにより、コミ
ッショニング装置１１０はコントローラ装置２１０を加えることができる。例えば、加入
情報は第２の制御メッセージによって送信されても良く、ソフトウェア要素レベル２２２
で使用可能なセットアップコマンドに後で変換され得る。この時点では、コントローラは
まだ第１のＺＬＬネットワーク１００上にない。しかし、通信は、例えばＭＡＣレベルで
行うことができるために可能である。次いで、与えられたネットワークパラメータに基づ
き、コントローラ装置２１０は第１のＺＬＬネットワーク１００に加入することができる
ようになる。即ち、コントローラ装置２１０は第１のＺＬＬネットワーク１００の一部で
あり、その結果例えばＩＰ（インターネットプロトコル）アドレスを得ることができる。
提案されるタッチリンク手順では、コントローラ装置２１０が第１のＺＬＬネットワーク
１００と異なる第２のＺＬＬネットワークに関連していた場合、コントローラ装置２１０
は、第１のＺＬＬネットワーク１００に加入する前に第２のＺＬＬネットワークから離脱
しなければならないことを通信網分野の当業者は留意すべきである。実際にＺＬＬ規格で
は、コントローラ装置２１０は単一のネットワークのみに関連し得る。
【００２４】
　[0026]　図２を参照すると、コミッショニング装置１１０は、
　－　フラッシュメモリユニット等のメモリユニット１１３と、
　－　プロバイダモジュール１１２と
を更に含む。図２では、メモリユニット１１３が、ＰＡＮ　ＩＤ又は一意のネットワーク
キー等、第１のＺＬＬネットワーク１００に関連する少なくとも加入情報を記憶するよう
に動作可能である。図２の例では、プロバイダモジュール１１２がメモリユニット１１３
に動作可能に結合される。更にプロバイダモジュール１１２は、タッチリンク中にコミッ
ショニング装置１１０をプロバイダモードで動作させるように動作可能であり、コミッシ
ョニング装置１１０は、コントローラ装置２１０がコミッショニング装置１１０とタッチ
リンクを開始することに応答し、コントローラ装置２１０に少なくとも加入情報を与える
ことができる。次いで、与えられたネットワークパラメータに基づき、コントローラ装置
２１０は第１のＺＬＬネットワーク１００に加入することができる。一例では、加入情報
が第２の制御メッセージによってコントローラ装置２１０に与えられ得る。その後、第２
の制御メッセージをコントローラ装置２１０レベルで受信することに応答し、コミッショ
ニング装置１１０に対して、第１の制御メッセージをコントローラ装置２１０に送信させ
ることによってタッチリンクの開始が行われる。
【００２５】
　[0027]　一実施形態では、コミッショニング装置がプロバイダモードにある間、及びコ
ントローラ装置２１０が第１のＺＬＬネットワーク１００に加入したとき、コミッショニ
ング装置１１０が、ネットワークの少なくとも１つの照明装置１２０及び／又は少なくと
も１つの照明装置１２０群に関連するバインディング情報をコントローラ装置２１０に更
に与える。一例では、このバインディング情報はメモリユニット１１３内に記憶され得る
。別の例では、特定の照明装置１２０のみに関連し、コントローラ装置２１０による制御
についてロックされていると見なされ得る他の照明装置には関連しないバインディング情
報を与えることを可能にするように、コミッショニング装置１１０が予め構成されている
場合がある。別の例では、バインディング情報が、第１のＺＬＬネットワーク１００の１
つ又は複数の照明装置１２０のネットワーク識別情報、物理的位置情報、及び／又はサー
ビス情報（例えば照明装置の機能、バッテリレベル）を含み得る。実際、コントローラ装
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置２１０が既存のネットワーク１００に加入した後、そのコントローラ装置２１０は依然
として照明装置１２０を制御せず、従ってバインディングが必要である。実際、バインデ
ィングは、或るＺＬＬノードを別のＺＬＬノード又はＺＬＬノード群にアタッチ又は接続
するメカニズムである。従って、バインディング情報（例えば送信元ＺＬＬノード、送信
先ＺＬＬノード、及びクラスタＩＤ）に基づき、コントローラ装置２１０は、第１のＺＬ
Ｌネットワーク１００内の１つ又は複数の照明装置１２０に「バインド」され得る。そこ
から開始し、コントローラ装置２１０は、例えば通信機器２２０による制御コマンドの生
成に応答し、第１のＺＬＬネットワーク１００を介して第１の制御メッセージを送ること
によって照明装置１２０を制御することができる。
【００２６】
　[0028]　本願の別の実施形態では、コントローラ装置２１０がネットワークに加入し、
タッチリンクが完了していると、コミッショニング装置１１０がタイマモジュール１１４
を更に含むことができる。図２の例では、タイマモジュール１１４が、
　－　所定の時間を設定し、
　－　コントローラが第１のＺＬＬネットワーク１００に接続されている時間を計算し、
及び
　－　計算された時間が所定の時間を上回るかどうかを判定する
ように動作可能である。かかるタイマは、コントローラ装置２１０が第１のＺＬＬネット
ワーク１００に接続され得る時間、従ってコントローラ装置２１０の照明装置１２０を制
御することが可能であり得る時間を管理するために使用され得る。このようにタイマを使
用することは、屋内環境並びに屋外環境において数多くの応用例を有し得る。
【００２７】
　[0029]　例えば屋内環境では、出入りが数名の利用者間で共有されても良く、各利用者
が遠隔制御ユニット２００等の制御装置を所有している会議室の事例を検討する。更にそ
の会議が、第１のＺＬＬネットワーク１００等の同一ネットワークに全て属するコミッシ
ョニング装置１１０、及び照明装置１２０等の複数のZigbee（登録商標）装置（例えばラ
ンプ、レトロプロジェクタのスクリーン、及び会議室の窓のブラインド／カーテン）を含
むことを検討する。提案される解決策により、利用者が会議室に入ると、遠隔制御ユニッ
ト２００をコミッショニング装置１１０と「タッチリンク」することによってコミッショ
ニングが行われ得る。タッチリンク中、遠隔制御ユニット２００は、ネットワークに加入
するための要求をコミッショニング装置１１０に送ることができる。その要求に応答し、
コミッショニング装置は、ネットワークに加入するために使用される加入情報を遠隔制御
ユニット２００に送ることができる。遠隔制御ユニット２００がネットワーク１００に加
入した後、コミッショニング装置１１０は遠隔制御ユニット２００にバインディング情報
を与えることができる。例えば、遠隔制御ユニット２００の通信機器２２０がグラフィカ
ルユーザインタフェース上に（例えばネットワークが導入される部屋を表すマップウィン
ドウ上に）表示できるように、位置情報を与えることができる。このようにして、遠隔制
御ユニット２００の利用者は、バインドされることを希望する照明装置１２０をマップ上
で選ぶ能力を有し得る。この情報は、同じインタフェースによって操作可能な他の装置、
例えばスクリーン、プロジェクタ、部屋の空調システムも示すことができ、そのため、そ
れらの他の装置も同じユーザインタフェースによって制御され得る。次いで、選択された
照明装置１２０とバインドする際、その情報が遠隔制御ユニット２００によって使用され
得る。タッチリンクが完了すると、所定の接続時間が経過した後で第１のＺＬＬネットワ
ーク１００から遠隔制御ユニット２００を切断するために、コミッショニング装置１１０
のタイマモジュール１１４が使用され得る。実際、会議室は数名の利用者によって共有さ
れるため、提案される解決策により、所与の期間（例えば３０分、１時間、又は１日）に
わたって会議室を予約することができ、その結果、その期間中は遠隔制御ユニット２００
が第１のＺＬＬネットワーク１００の照明装置１２０を制御することができる。但し、そ
の所定の時間が経過した後は遠隔制御ユニット２００が切断され、それ以上照明装置１２
０を制御できなくなる。一例では、第２の制御メッセージにより、切断の情報がコミッシ
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ョニング装置１１０によって遠隔制御ユニット２００に送られ得る。別の例では、遠隔制
御ユニット２００が、コミッショニング装置１１０に第１の制御メッセージを伝送するこ
とによって所定の接続時間を設定することができる。更に別の例では、遠隔制御ユニット
２００が、ＺＬＬネットワークのコミッショニング装置１１０及び／又は照明装置１２０
に対するその位置を周期的に求めることができる。このようにして、遠隔制御装置２００
がコミッショニング装置１１０及び／又は照明装置１２０から離れた所定の区域外にある
場合、遠隔制御装置はＺＬＬネットワークに対するその全てのリファレンス（reference
）を削除することができる。例えば、位置算出は、エネルギ検出走査によって行われ得る
。
【００２８】
　[0030]　例えば屋外環境では、公園の様々な利用者によって制御され得る照明デコレー
ションがある公園の事例を検討する。照明デコレーションは、既に第１のＺＬＬネットワ
ーク１００等の同一ＺＬＬネットワークにコミッショニングされている可能性があるコミ
ッショニング装置１１０及び複数の照明装置１２０を含み得る。利用者は、（例えば様々
な動物又は蝶等の昆虫の形状を示す照明装置１２０を有する）公園の専用区域又は公園全
体における特定の照明体験をもたらすために照明デコレーションを制御することができる
。例えば、タブレット等の通信機器２２０を有する利用者は、それにコントローラ装置２
１０をプラグ接続し、遠隔制御ユニット２００等のネットワークの制御装置を作り出すこ
とができる。次いで利用者は、例えば制御コマンドを生成するために、タブレット上に専
用ソフトウェア要素２２２をダウンロードすることができる。例えば、コントローラ装置
２１０及び専用ソフトウェア要素２２２の両方が、例えば有料又は無料のレンタルサービ
スとして公園によって提供され得る。そのタッチリンクがコミッショニング装置１１０と
行われた後、利用者はＺＬＬネットワークの１つ又は複数の照明装置を制御可能となり得
る。その後、所定の時間が経過した後、ＺＬＬネットワークからコントローラ装置が切断
され得る。このようにして、その後の利用者もＺＬＬネットワークを制御可能となり得る
。
【００２９】
　[0031]　次に図３を参照すると、本願の一実施形態による、及び図１のシステム１０に
関する方法の流れ図が示されている。
【００３０】
　[0032]　Ｓ３００で、上記で既に説明したように、コミッショニング装置１１０とコン
トローラ装置２１０との間で確立されるタッチリンク中、コミッショニング装置１１０を
ターゲットモードで動作させる。
【００３１】
　[0033]　Ｓ３１０で、上記で既に説明したように、第１のＺＬＬネットワーク１００に
関連する加入情報及び照明装置１２０に関連するバインディング情報がコミッショニング
装置１１０に記憶される。
【００３２】
　[0034]　次いでＳ３２０で、上記で説明したように、コントローラ装置２１０が第１の
ＺＬＬネットワークに加入し、ＺＬＬネットワーク１００の１つ又は複数の照明装置１２
０とバインドできるように、加入情報及び／又はバインディング情報がコントローラ装置
２１０に与えられるプロバイダモードでコミッショニング装置１１０を動作させる。
【００３３】
　[0035]　その後Ｓ３３０で、上記で既に説明したように切断時間が決定され、この切断
時間の後でコントローラ装置２１０はＺＬＬネットワーク１００から切断される。
【００３４】
　[0036]　提案される解決策は、第１のＺＬＬネットワークを壊す必要なしに、及び第１
のＺＬＬネットワーク１００内に含まれる全ての照明装置１２０とタッチリンクする必要
なしに、コントローラ装置２１０が第１のＺＬＬネットワーク１００に加入できるように
するために既存のタッチリンク手順を活用することを当業者であれば理解されよう。この
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ようにして、第１のＺＬＬネットワーク１００の１つ又は複数の照明装置１２０が、単一
のタッチリンク後に新たに加入したコントローラ装置２１０によって直接制御され得る。
コミッショニング装置１１０は、コントローラ装置に特定のバインディング情報を与える
ように構成され得る。このようにして、第１のＺＬＬネットワーク１００の特定の照明装
置１２０のみがコントローラ装置２１０によって制御され得る一方、他の照明装置はコン
トローラ装置２１０によって意図的に制御できないままであり得る。更に、コントローラ
が第１のＺＬＬネットワーク１００から切断され得る所与の期間後に切れるように、コミ
ッショニング装置１１０内のタイマがトリガされ得る。従って、提案される解決策により
、ＺＬＬネットワークの失われた遠隔制御装置を置換することが容易にされることが明白
である。加えて、動作可能に結合され得るコントローラ装置２１０により、スマートフォ
ン又はタブレット等の通信機器２２０を第１のＺＬＬネットワーク１００に直接組み込む
ことができ、それによりＺＬＬ遠隔制御ユニット２００を提供するため、照明装置にわた
る（例えばインターネットによる）遠方制御を有する意図が消費者にない場合、ＺＬＬ制
御ブリッジ／ルータは必要ない。
【００３５】
　[0037]　当然ながら上記の利点は例示的であり、これらの又は他の利点が提案された解
決策によって実現され得る。更に、本明細書に記載の実施形態によって上記の全ての利点
が必ずしも実現されないことを当業者であれば理解されよう。
【００３６】
　[0038]　同じ機能を実現するための装置の如何なる構成も、所望の機能が実現されるよ
うに有効に「関連」する。従って、特定の機能を実現するために組み合わせられる本明細
書の任意の２つの装置は、アーキテクチャ又は中間装置に関係なく、所望の機能が実現さ
れるように互いに「関連する」と見なされ得る。同様に、そのように関連する任意の２つ
の装置は、所望の機能を実現するために互いに「動作可能に接続される」又は「動作可能
に結合される」とも見なされ得る。
【００３７】
　[0039]　更に、上記の操作間の境界は例示に過ぎないことを当業者であれば理解されよ
う。複数の操作が単一の操作に組み合わせられても良く、単一の操作が追加の操作に分散
されても良く、操作が時間に関して少なくとも部分的に重複して実行されても良い。更に
、代替的実施形態は特定の操作の複数の例を含むことができ、他の様々な実施形態におい
て操作の順序が変えられても良い。
【００３８】
　[0040]　但し、他の修正形態、改変形態、及び代替形態もあり得る。従って、本明細書
及び図面は限定的な意味ではなく例示と見なすべきである。例えば、コントローラ装置及
び通信機器は、図中に示されているように２つの別個のモジュールではなく、単一のユニ
ットに組み合わせられても良い。
【００３９】
　[0041]　特許請求の範囲では、括弧の間に配置される如何なる参照符号も、請求項を限
定するものとして解釈されるべきではない。「含む」という語は、請求項で述べられてい
るもの以外の要素又は操作の存在を排除しない。更に、本明細書で使用される語「１つの
（a）」又は「１つの（an）」は、１つとして、又は複数として定義される。更に、特許
請求の範囲内で「少なくとも１つの」及び「１つ又は複数の」等の導入節を使用すること
は、不定冠詞「１つの（a）」又は「１つの（an）」によって別の請求項の要素を導入す
ることが、例え同じ請求項が導入節「１つ又は複数の」又は「少なくとも１つの」及び「
１つの（a）」又は「１つの（an）」等の不定冠詞を含んでいても、導入されたその請求
項の要素を含む或る特定の請求項を、その要素を１つのみ含む発明に限定することを含意
するものと解釈すべきでない。定冠詞を使用する場合も同じことが言える。別段の定めが
ない限り、「第１の」及び「第２の」等の用語は、その用語が表す要素を任意に区別する
ために使用される。従って、これらの用語は必ずしもその要素を時間的に又は他の方法で
優先順位付けすることを示すものとして意図しない。或る手段が互いに異なる請求項で列
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挙されているという単なる事実は、それらの手段の組合せが有利に使用されてはならない
ことを示すものではない。本願の範囲は添付の特許請求の範囲及びその均等物によって定
められる。更に、本明細書及び特許請求の範囲内で使用される参照符号は、特許請求の範
囲に記載の本願の範囲を限定しない。
【００４０】
　[0042]　本発明の様々な実施形態の原理はハードウェア、ファームウェア、ソフトウェ
ア、又はその任意の組合せとして実装され得る。更にソフトウェアは、好ましくはデジタ
ル回路、アナログ回路、磁気媒体、又はその組合せの形態を取ることができるプログラム
記憶ユニット、非一時的コンピュータ可読媒体、又は非一時的機械可読記憶媒体上に有形
に具体化されるアプリケーションプログラムとして実装される。アプリケーションプログ
ラムは、任意の適切なアーキテクチャを含むマシンにアップロードされ、かかるマシンに
よって実行され得る。好ましくは、そのマシンは１個又は複数個の中央処理装置（「ＣＰ
Ｕ」）、メモリ、入力／出力インタフェース等のハードウェアを有するコンピュータプラ
ットフォーム上に実装される。コンピュータプラットフォームは、オペレーティングシス
テム及びマイクロ命令コードも含むことができる。かかるコンピュータ又はプロセッサが
明確に図示されていてもいなくても、本明細書に記載した様々なプロセス及び機能は、Ｃ
ＰＵによって実行され得るマイクロ命令コードの一部、アプリケーションプログラムの一
部、又はその任意の組合せとすることができる。更に、追加のデータ記憶ユニット及び印
刷ユニット等の他の様々な周辺ユニットがコンピュータプラットフォームに接続されても
良い。
【００４１】
　[0043]　上記の詳細な説明は、本発明が取り得る多くの形態の幾つかを記載した。上記
の詳細な説明は、本発明の定義に対する限定ではなく、本発明が取り得る選択された形態
の例示として理解されることを意図する。本発明の範囲を定めることを目的とするのは、
全ての均等物を含む特許請求の範囲のみである。
【図１】

【図２】

【図３】
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